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1. セーフティーネット契約申込の種類
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a. 個別加入

 標準的なセーフティーネット構築事業への加入方法
• 漁業者/養殖業者ごとに１契約として申し込む



1. セーフティーネット契約申込の種類
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b. グループ加入

• 複数の漁業者/養殖業者をまとめて１契約として申し込む

 前年度申込済みの燃油特別対策対象の契約者と対象外の契約者を１つのグループに混在出来ません
 グループ加入と判別できる契約者名（地域＋漁種名や代表者名）およびグループ構成員数の届け出が必
要です

 積⽴⾦の納付、補填⾦の交付は代表者が⾏います
 通知ハガキ等は代表者に発⾏されます



1. セーフティーネット契約申込の種類
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c. 一括加入

• 漁協等の所属団体に参加する漁業者/養殖業者の組合員等をまとめて１契約として申し込む

 前年度申込済みの燃油特別対策対象の契約者と対象外の契約者を１つの一括加入に混在出来ません
 一括加入と判別できる契約者名（漁協名等）および構成員数の届け出が必要です
 積⽴⾦の納付、補填⾦の交付は漁協等が⼀括で⾏います
 通知ハガキ等は漁協等に発⾏されます



2. 積⽴⾦納付⽅法
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a. 個別送⾦

 標準的な積⽴⾦納付⽅法
• 個別加入の漁業者、グループ加入の代表者、⼀括加⼊の漁協等が個々に積⽴⾦を納付

 漁業者/養殖業者（契約者）への通知ハガキ発⾏は個別加⼊とグループ加⼊の各契約者です
 漁協等への通知ハガキ発⾏は一括加入（1契約）の契約（各契約者は漁協等が管理）です



2. 積⽴⾦納付⽅法
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b. グループ送⾦

• 個別加入の漁業者/養殖業者が数名でグループを作り代表者がまとめて納付

 個別加入の漁業者/養殖業者の積⽴予定⾦額を合算した払込票が送付されます（振込⼿数料が削減されます）
 通知ハガキは個別加入の漁業者/養殖業者（契約者）へ発⾏されます

【グループ送⾦⼊⼒例】



2. 積⽴⾦納付⽅法
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b. グループ送⾦

【グループ送⾦申込結果例】



2. 積⽴⾦納付⽅法
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c. 漁協・⽀所等⼀括送⾦

• 個別加入の漁業者/養殖業者の積⽴⾦を漁協等がまとめて納付

 個別加入の漁業者/養殖業者の積⽴予定⾦額を合算した払込票が送付されます（振込⼿数料が削減されま
す）

 通知ハガキは個別加入の漁業者/養殖業者（契約者）へ発⾏されます

【漁協・支所等一括送⾦設定例】 □をクリックし☑に変更



2. 積⽴⾦納付⽅法
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c. 漁協・⽀所等⼀括送⾦

【漁協・支所等一括送⾦申込結果例】

例）1ページ目・最終ページ



3. 満了契約について
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a. 満了申込処理の流れ

満了通知
ハガキ

満了通知
ハガキ発送

申込エクセル

漁安協 事業契約団体（漁連等） 事務契約団体（漁協等） 満了契約者︓漁業者/養殖業者等

満了通知
ハガキ

申込書HP公開と
申込エクセルシート配信

意思決定を所属団体等へ連絡
※(2)と(3)の場合の所属団体等への提出書類

・満了通知ハガキに署名し提出
・積⽴残額返還請求書に記⼊し提出

満了通知
ハガキ

満了通知
ハガキ

満了通知
ハガキ

【選択肢】
(1). 満了継続（満了返還せず）
(2). 満了脱退（満了返還のみ）
(3). 満了再加⼊（満了返還＋再加⼊)

取りまとめ

申込エクセル

申込書満了通知
ハガキ

申込書
申込エクセル

※(1)と (3)の場合に記入

申込エクセル
申込エクセル申込受付

※⼊⼒済の申込エクセルを収集し、
送信データを作成しメール添付送信

取りまとめ



3. 満了契約について
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b. 満了通知ハガキ

1. 満了継続（満了返還しない）とは積⽴⾦を持ち越して継続申込を⾏う
 ハガキ提出は不要→申込書を契約者へ

2. 満了脱退（満了返還のみ）とは、積⽴⾦の返還依頼を⾏い申込を⾏わない
 ハガキ提出は必要→○印記入、記名押印し所属団体へ提出(当協会への提出不要)

3. 満了再加⼊（満了返還＋再加⼊）とは、積⽴⾦の返還依頼を⾏い再加⼊申込を⾏う
 ハガキ提出は必要→○印記入、記名押印し所属団体へ提出(当協会への提出不要) →申込書を契約者へ



3. 満了契約について
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c. 満了契約の申込管理

事前に配布する契約満了⼀覧をご活⽤ください

※満了関連の申込エクセルシートの⼊⼒に関しては申込エクセルシート運⽤説明書をご参照ください
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